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０ 賃貸住宅の管理業務について

１ 賃貸住宅管理業法の概要

２ 賃貸住宅管理業法の運用
（消費者トラブルの現状や監督処分の現状等）

３ 賃貸住宅管理業法のＫＰＩやロジックモデルの設定と達成状況

４ 有識者会議の取りまとめの概要（特に消費者の利益保護に資
  する施策）

５ 有識者会議取りまとめを踏まえた今後の施策の見通し
（業界団体が行う施策への国の関与も含む）

本日のご報告内容
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賃貸住宅のストック数の推移
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住宅ストック数（青）と民間賃貸住宅のストック数（赤）の推移（千戸）

（年）

民間賃貸住宅のストック数は増加傾向にあり（30年間で約46％、15年間で約17％増）、
令和５年時点では、住宅ストック約5,570万戸の４分の１強（28.2%）を占める。

出典：総務省統計局「令和５年住宅・土地統計調査」をもとに国土交通省作成
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賃貸住宅における管理業務の例（イメージ図①）

主な管理メニュー一覧①
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賃貸住宅における管理業務の例（イメージ図②）

主な管理メニュー一覧②



賃貸住宅における管理業務の例
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賃貸住宅管理業務の主な流れ

１．家賃集金 家賃・共益費等の請求、集金業務

２．設備管理

①共用部分の照明器具の点検及び交換 ②給排水設備の点検及び交換
③建物内外の施設及び設備の点検 ④共用部分の清掃業務
⑤共用の備品等の管理 ⑥非常、緊急時の対応
⑦消防設備の法定点検保守及び報告書の消防署への提出
⑧鍵の管理 ⑨物件清掃 ⑩その他

３．クレーム処理 クレームへの早急な対応、警備保障会社との提携、宿直での即時対応

４．送 金 毎月、家主の指定口座への振込（滞納家賃立て替え含む）

５．契約更新手続き 賃貸借契約、家財(火災)保険の更新

６．退去手続き 退去受付及び退去時の入居者立会いによる検査

７．敷金精算 賃貸借契約に基づく敷金精算

８．改修工事 次回の入居者募集への準備



賃貸住宅の管理方法
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所有する賃貸住宅の管理方法

＜出典＞
・平成４年度貸家市場実態調査（住宅金融公庫（当時））より国土交通省において作成
・国土交通省令和5年度賃貸住宅管理業務等に関するアンケート調査
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25.0%（平成4年度）→ 71.2%（令和5年度）



賃貸住宅管理業の形態

賃貸住宅管理業には、①管理会社が貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う『受託管理方式』と、
②管理会社が転貸を前提に貸主から賃貸住宅を借り受け、入居者に転貸する『サブリース方式』が存在。

①受託管理方式 ②サブリース方式

○賃貸住宅管理業者のうち、
・ほとんどの業者が受託管理方式での管理を実施。
・約18％がサブリース方式での管理を実施。

【賃貸住宅管理業者の業務形態】

出典：賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査（業者） [2025年]

※ 有効回答数＝886社

サブリース業者

サブリース契約
（転貸借契約）

賃借人
（入居者）

賃貸人
（所有者）

勧誘

マスターリース契約
（賃貸借契約）

  ＋管理受託契約

勧誘者賃貸住宅管理業者

賃借人
（入居者）

賃貸人
（所有者）

賃貸借契約

管理受託契約

9

81.8%

16.8%

1.4%

受託管理のみ実施し、
サブリースは実施していない

受託管理とサブリースの
両方を実施している

サブリースのみ実施し、
受託管理は実施していない
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「今後の賃貸住宅管理業のあり方に関する提言」（概要）（平成30年8月）

住宅ストックの1/4以上を占める賃貸住宅の適切な維持管理のためには、管理に携わる事業者の業務が適正になされることが重要。

これまでも、国土交通省や事業者団体等により、賃貸住宅管理業の適正化に係る制度の検討・改善がなされてきたが、今般、賃貸住宅
管理業を巡る現状・課題やこれまでの経緯等を踏まえ、賃貸住宅管理業者登録制度の法制化について提言をとりまとめ。

➢ 一般的な受託管理とサブリースの各々の課題を踏まえ、関係省庁との連携を図りながら、賃貸住宅
管理業の枠組みについて、より実効性のある形で制度の構築・改善を図っていくことが必要。

➢ 賃貸住宅管理の専門家による適切な説明など、賃貸住宅管理業者の守るべきルールの明確化
を図り、その実施の実効性を担保して、適正な賃貸住宅管理の確保を推進していくため、小規模
事業者への一定の配慮など現行制度に必要な改善を加えつつ、賃貸住宅管理業の登録制度に
ついて、法制化に向けた検討を進めるべき。

賃貸住宅管理業の
適正化に向けた
今後の取組

⚫ 家主の高齢化や空き家の増加等を背景に、家主による自主管理が難しくなり、専門家による管理の必要性が高まっている。

⚫ 賃貸住宅管理業者登録制度の運用開始（平成23年）以降、制度改善を図っているが、賃貸住宅管理業者と賃貸人・賃借人との
トラブル（賃料送金・敷金返金のトラブル、修繕状況の報告がなされない等）が依然として発生。今後、管理戸数の増加に伴い、
さらに苦情・相談が増える懸念。

⚫ また、シェアハウス投資問題など、サブリース業者と家主のトラブル（家賃保証を強調して賃貸住宅を新築させた後に賃料の減額・解約を
迫る、サブリース契約解約時の行き過ぎた違約金等）が発生。非登録サブリース業者の破産事例も発生。

⚫ 家主が賃貸住宅経営のリスクに対する理解が不十分なままその経営に携わるという状況も見受けられ、家主として、事業リスクはもとより、
賃貸住宅のローン返済や長期的な維持管理のための計画的な修繕工事費用などへの理解が必要。

⚫ 賃貸住宅管理業を巡るトラブルは、家主だけの被害に留まらず、入居者の居住の安定に深刻な影響。

⚫ 適正な業務の遂行についてさらに徹底を図ることが課題である一方で、小規模な管理業者については、地域における属人的な信頼関係
で行われているものが中心であることから比較的トラブルは少なく、預かり金や報酬等取り扱う金額も少額であるため、一定の配慮が必要。

⚫ 顧客からの信頼向上、金融機関・建設業者などの関連事業者との適切な連携のため、賃貸不動産経営管理士に対する社会的役割の
明確化も課題。

現状
・
課題
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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（令和２年法律第６０号）

背景・必要性

○ 賃貸住宅は、賃貸住宅志向の高まりや単身世帯、外国人居住者の増加等を背景に、今後も我

が国の生活の基盤としての重要性は一層増大。

○ 一方、賃貸住宅の管理は、従前、自ら管理を実施するオーナーが中心であったが、近年、オー

ナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等により、管理業者に管理を委

託等するオーナーが増加。

○ さらに、賃貸経営を管理業者にいわば一任できる“サブリース方式”も増加。

○ しかし、管理業者の介在が増加する中、オーナーあるいは入居者とのトラブルが増加。特に、サ

ブリース方式では、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題化。 
サブリース業者

サブ
リース契約
（転貸借契約）

賃借人
（入居者）

賃貸人
（所有者）

【サブリース方式】

勧誘

重要事項説明の義務付け・不当勧誘の禁止
勧誘者

マスターリース契約
（賃貸借契約）

  ＋管理受託契約

【受託管理のみ】

賃貸住宅管理業者

賃借人
（入居者）

賃貸人
（所有者）

賃貸借契約

管理受託契約

２．賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設

（２） 賃貸住宅管理業者の業務における義務付け

① 業務管理者の配置

事務所毎に、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置

  ② 管理受託契約締結前の重要事項の説明

  具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明

  ③ 財産の分別管理

  管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理

  ④ 定期報告

 業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告

（１） 賃貸住宅管理業の登録

       委託を受けて賃貸住宅管理業務（賃貸住宅の維持保全、金銭の管理）を行う事
業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務付け ※管理戸数
が一定規模未満の者は対象外

１．サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置

〇 トラブルを未然に防止するため、全てのサブリース業者の勧誘時や

契約締結時に一定の規制を導入

〇 サブリース業者と組んで勧誘を行う者（勧誘者）も、勧誘の適正化の

ため規制の対象とする

○ 違反者に対しては、業務停止命令や罰金等の措置により、実効性を

担保

（１） 不当な勧誘行為の禁止

サブリース業者・勧誘者による特定賃貸借契約（マスターリース契
約）勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす
事項について故意に事実を告げず、又は不実を告げる行為の禁止

（２） 特定賃貸借契約締結前の重要事項説明

マスターリース契約の締結前に、家賃、契約期間等を記載した書
面を交付して説明

〇 賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、

業界の健全な発展・育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設

施行期日 １．サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置：令和２年12月15日

２．賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設：令和３年６月15日
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消費者トラブルの現状① ＰＩＯ－ＮＥＴにみる消費生活相談件数の推移

14
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「賃貸アパート・マンション」の相談件数の推移（15年間）

＜出典＞
・独立行政法人国民生活センター作成「PIO-NETにみる消費生活相談の概要」をもとに国土交通省作成。

（件）

（年度）

2011年８月
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

2020年４月
改正民法の施行（賃貸借契約ルールの見直し）

2020年４月～2021年９月
「緊急事態宣言」
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令和６年11月公表（対象：令和５年10月～12月のデータ）

全国共通で多かった相談事例（代表）
⇒賃貸アパートから退去する際、高額な原状回復費を管理会社から請求された。入居時の説明と異なる部分もあり、納得で
きない。

20～39 歳の者が契約当事者となる相談については、・・（中略）賃貸アパートからの退去時に高額な原状回復費を請求され
たことによる相談が全国的に多くみられました。

令和７年３月公表（対象：令和６年１月～３月のデータ）

全国共通で多かった相談事例（代表）
⇒賃貸アパートの退去時に、管理会社から壁の傷を指摘されクロス一面の張り替え費用とクリーニング費用を請求され、敷
金は戻らなかったが、クロスは張り替えではなく、傷の箇所だけ補修してあることが分かった。管理会社に返金を求めたい。

20～39 歳の者が契約当事者となる相談については、・・（中略）季節的な要因として、転居に関する賃貸契約に関する相談
もみ られました。

令和７年７月公表（対象：令和６年４月～６月のデータ）

全国共通で多かった相談事例（代表）
⇒賃貸アパートに入居したが、風呂が故障したので管理会社に連絡し、業者が修理に来たが、修理代金の請求が高額であ
り、どのようにすれば良いか。

20～39 歳の者が契約当事者となる相談については、・・（中略）季節的な要因として、賃貸住宅入居後の修繕に関する相談
もみられました。

※令和６年５月公表分には、賃貸アパート、マンションに関する言及なし。PIO-NETデータを用いた消費生活相談の地域傾向分析結果（抄）

消費者トラブルの現状② ＰＩＯ－ＮＥＴデータを用いた相談内容の分析

退去時の原状回復費用の問題

修繕費用、敷金返還の問題

修繕費用の問題
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（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会は、家主・入居者を対象とした賃貸住宅に関する様々なお悩み相談や、住宅確保要配
慮者からの転居相談等に対応するため、「安心ちんたいコールセンター」を開設。
2025年度の総相談件数は2,730件（前年度比＋2.5％）
相談者属性は入居者が75.9%（2,071件）、家主が18.9%（517件）。

入居者の相談トップ３は、①修繕（508件・24.5%）、②賃貸商慣行アドバイス（363件・17.5%）、③原状回復・敷金返還（330件・15.9%）。
家主の相談トップ３は、①賃貸商慣行アドバイス（79件・15.3%）、②サブリース（74件・14.3%）、③原状回復・敷金返還（56件・10.8%）。
入居者による賃貸契約に関する相談（319件）のうち、家賃増減額請求が135件（42.3%）と突出。

消費者トラブルの現状③ 「安心ちんたいコールセンター」

安心ちんたいコールセンター無料相談集計2025年度（2025年４月１日～2026年３月31日）より一部抜粋・加工
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管理業者

サブリース業者

※ 国土交通省令和元年・５年度賃貸住宅管理業等に関するアンケート調査より作成

トラブルの現状① 業界アンケート調査（１）

賃貸住宅管理業団体の会員で賃貸住宅経営者対象のアンケート調査では、①、②はいずれも減少。
①管理業者との間で、管理受託契約に関するトラブルが発生した経験がある経営者
②サブリース業者との間で、所有している賃貸住宅に関するトラブルが発生した経験がある経営者

※法のＫＰＩに設定



3.0

4.5

6.4

6.9

6.9

6.9

7.9

11.4

17.3

17.3

33.2

40.1

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他

契約更新時に、入居者に更新料の支払いを拒否されたままである

契約更新時に、入居者が更新契約に合意しないまま入居を続けている

契約更新時に、入居者が更新料・事務手数料に関し、なかなか納得し

てくれなかった

退去時に、物件が期限までに明け渡されない

退去時に、入居者が死亡（孤独死等）するなどのアクシデントにより、

原状回復費用が回収できない

契約更新時に、入居者が家賃の増額についてなかなか納得してくれな

かった

入居者間・近隣住民とのトラブルへの対応が難しい、手間がかかる

入居者からの修繕などの要望対応にどう対応したらよいかわからない

退去時に、物件に生じたキズ・損耗等について、入居者の過失なのか

経年劣化なのか等、責任分担について認識が食い違い、

原状回復費用の負担に関し合意が取れない

入居者からの修繕などの要望対応に手間やお金がかかる

滞納家賃が発生し、家賃が適切に入金されない

令和5年度(n=202)

トラブルの現状② 業界アンケート調査（２）

賃貸住宅経営者対象のアンケート調査では、入居者とのトラブル内容について「滞納家賃が発生し、家賃
が適切に入金されない」、「入居者からの修繕などの要望対応に手間やお金がかかる」が高くなっている。

4.0

5.4

11.9

14.9

18.3

21.8

28.7

28.7

30.7

39.6

44.1

4.3 

7.4 

11.7 

10.9 

15.9 

18.9 

34.0 

29.2 

25.1 

38.3 

47.8 

5.4

6.9

9.8

11.7

13.5

18.5

31.5

30.9

30.8

36.4

42.3

0% 20% 40% 60%

その他

弁護士や消費生活相談窓口の連絡先を入居者に情報提供する

入居者間・近隣住民とのトラブルについて、自治体の相談窓口等で対

応する

弁護士や消費生活相談窓口に家主自ら相談する

困りごとの種類別の相談連絡先を入居者に情報提供する

入居者の死亡時に備えた保険に加入する

設備の故障等に備えた保険に加入する

契約締結時に入居者に対し、原状回復のガイドライン等、退去時の

ルールに関し、賃貸不動産経営管理士等の専門家から十分な説明を

行う

管理業者が原状回復工事の費用を請求する際の費用の算定の基礎に

ついて記載した書面を入居者と家主双方に交付する

入居者からの修繕などの要望に対し、中立公平な立場から契約上どこま

で対応すべきか、賃貸不動産経営管理士等の専門家からのアドバイス

が受けられる

入居者に対し提供する管理業務の内容に関し、入居者と家主双方に

対し、賃貸不動産経営管理士等の専門家から十分な説明を行う

令和3年度（n=1,500）

令和4年度（n=1,500）

令和5年度(n=202)

有効と思われる対策として、専門家の説明・アドバイス、
原状回復のガイドライン等の説明等が挙げられている。

※ 国土交通省令和５年度
賃貸住宅管理業等に関するアンケート調査より作成

入居者とのトラブルに関して有効と思われる防止策

入居者とのトラブルの内容

18
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トラブルの現状③ 業界アンケート調査（３）

賃貸住宅経営者対象のアンケート調査では、「管理業者が、どこまで対応してくれるのかよくわからない」、
「契約更新時に、管理業者が入居者の説明や入居者との交渉をうまくやってくれない。」が高くなっている。

3.5

5.8

6.4

7.0

8.2

9.4

11.7

15.2

16.4

17.5

18.1

39.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

管理業者から入金される賃料等から不明な費用が差し引かれ

ている

管理業務の内容に関する認識が管理業者との間で異なってお

り、期待する対応がなされない

その他

内容、金額等に関する協議がないまま勝手に修繕等が行われ、

費用を請求される

契約更新時に、管理業者が入居者から根拠の分からない手数

料等を受け取っている

賃料・敷金などが、管理業者から入金されないことがある

退去時に、内容、金額等に関する協議がないまま勝手に原状

回復工事が行われ、費用を請求される

管理業者から管理業務に関する報告がなく、適切に対応がなさ

れているか把握できない

管理業者に委託しているのに、入居者から様々な連絡がくる

賃料・敷金などが、管理業者から入金されるまでに時間を要する

契約更新時に、管理業者が入居者への説明や入居者との交

渉をうまくやってくれていない

管理業者が、どこまで対応してくれるのかよくわからない

令和5年度(n=171)

有効と思われる対策として、専門家の説明・アドバイス、
家主への金銭受領、敷金返還時の修繕費用の報告等
が挙げられている。

管理業者とのトラブルに関して有効と思われる防止策

管理業者とのトラブルの内容

※ 国土交通省令和５年度
賃貸住宅管理業等に関するアンケート調査より作成
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35.0 

28.3 

20.3 

19.8 

15.3 

15.0 

14.8 

11.3 

10.6 

6.6 

6.0 

5.6 

5.4 

5.3 

5.1 

4.1 

2.9 

2.8 

2.4 

42.8 

1.4 

1.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

退去時の原状回復の箇所や費用負担

修繕の箇所や費用負担

入居者の苦情対応や、入居者との交渉

家賃の見直しなどの条件変更

入居者や近隣住民の苦情対応、紛争

家賃等の支払いの遅れ

修繕実施の家主への事前承諾

営業担当者の対応や適性

賃借人の死去に関するトラブル（特殊清掃・心理的な瑕疵）

管理業務の範囲と仕様、要求水準

管理業務の質や水準

家主による一方的な管理受託契約の解約請求

期限までに明け渡さない入居者への対応

家主が死去した時の相続問題

管理業務の報告内容やその方法

管理費の水準、管理費用の内訳

管理不全による物件の損害発生

入居者から収受する家賃・管理費以外の費用

管理業務の報告頻度

特にトラブルはない

その他

無回答

全体

(n=2,226)

賃貸住宅管理業団体の会員（管理業者）に対するアンケート調査では、受託管理している賃貸住宅で、
家主との間で発生したトラブルは、「退去時の原状回復の箇所や費用負担」、「修繕の箇所や費用負
担」、「入居者の苦情対応や、入居者との交渉」、「家賃の見直しなどの条件変更」が高くなっている。

トラブルの現状④ 業界アンケート調査（４）

※ 国土交通省令和５年度
賃貸住宅管理業等に関するアンケート調査より作成
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賃貸住宅管理業団体の会員（管理業者）に対するアンケート調査では、サブリースする賃貸住宅で、
家主との間で発生したトラブルは、「家賃の見直しなどの条件変更」、「修繕の箇所や費用負担」、
「退去時の原状回復の箇所や費用負担」が高くなっている。

トラブルの現状⑤ 業界アンケート調査（５）

24.3 

23.6 

22.4 

12.6 

11.7 

11.7 

7.7 

7.5 

6.8 

5.8 

4.2 

4.2 

4.0 

3.3 

3.3 

2.8 

2.8 

2.3 

55.8 

0.5 

0% 20% 40% 60%

家賃の見直しなどの条件変更

修繕の箇所や費用負担

退去時の原状回復の箇所や費用負担

営業担当者の対応や適性

修繕実施の家主への事前承諾

入居者の苦情対応や、入居者との交渉

入居者や近隣住民の苦情対応、紛争

家主による一方的なマスターリース契約の解約請求

管理業務の質や水準

管理業務の範囲と仕様、要求水準

管理費の水準、管理費用の内訳

管理業務の報告内容やその方法

管理不全による物件の損害発生

入居者から収受する家賃・管理費以外の費用

無回答

家賃等の支払いの遅れ

管理業務の報告頻度

期限までに明け渡さない入居者への対応

特にトラブルはない

その他

全体

(n=428)

※ 国土交通省令和５年度
賃貸住宅管理業等に関するアンケート調査より作成
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トラブルの現状⑥ 業界アンケート調査（６）

サブリース事業者に対して、賃貸人とのトラブルの有無について調査した結果は、以下のとおりであった。

➢ 今回の最新の調査では、「特にトラブルは発生していない」と回答した割合は、53.9%であった。
➢ 令和4年度以降、データには若干の変動が見られるが、概ね半数以上がトラブルを経験していない状況が続いている。

サブリース事業者と賃貸人とのトラブルの有無

46.1%

42.3%

51.0%

53.9%

57.7%

49.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和6年度（n=232）

令和5年度（n=414）

令和4年度（n＝1,948）

トラブルがある 特にトラブルはない

賃貸人とのトラブルの有無（過年度調査結果との比較）

※ 国土交通省令和６年度
賃貸住宅管理業等に関するアンケート調査より作成
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トラブルの現状⑦ 業界アンケート調査（７）

0.4%

0.9%

1.3%

1.3%

1.7%

1.7%

2.2%

3.4%

3.4%

3.9%

6.0%

6.0%

7.3%

8.6%

9.1%

19.0%

19.8%

31.9%

0.5%

2.9%

3.4%

4.3%

4.1%

2.4%

2.9%

4.3%

6.0%

7.0%

8.0%

7.7%

12.1%

13.0%

12.1%

23.2%

24.4%

25.1%

1.8%

15.4%

2.7%

3.9%

2.0%

4.5%

1.8%

3.8%

5.7%

5.5%

13.9%

18.9%

9.2%

11.0%

30.3%

26.0%

17.9%

0% 20% 40% 60%

その他

家賃等の支払いの遅れ

入居者から収受する家賃・管理費以外の費用

管理業務の報告内容やその方法

管理不全による物件の損害発生

期限までに明け渡さない入居者への対応

管理業務の報告頻度

管理費の水準、管理費用の内訳

管理業務の範囲と仕様、要求水準

管理業務の質や水準

入居者や近隣住民の苦情対応、紛争

家主による一方的なマスターリース契約の解約請求

入居者の苦情対応や、入居者との交渉

営業担当者の対応や適性

修繕実施の家主への事前承諾

退去時の原状回復の箇所や費用負担

修繕の箇所や費用負担

家賃の見直しなどの条件変更

令和4年度（n＝1,948）

令和5年度（n=414）

令和6年度（n=232）

賃貸人とのトラブルの内容について調査した結果は、
令和４年度以降の調査と比較して以下の傾向が
確認された。

➢ 「家賃の見直しなどの条件変更」に関するトラブ
ルは上昇傾向にある。

➢ 「修繕の箇所や費用負担」「退去時の原状回
復の箇所や費用負担」「修繕実施の家主への
事前承諾」など、費用負担や修繕に関連する
トラブルは全体的に低下傾向にある。

サブリース事業者と賃貸人とのトラブルの内容について

賃貸人とのトラブルの内容（過年度調査結果との比較）

※令和４年度は受託管理とサブリースを分け
ていないため、回収件数が多くなっている。
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※ 国土交通省令和６年度 賃貸住宅
管理業等に関するアンケート調査より作成



0.8%

2.1%

2.5%

3.8%

3.8%

7.5%

8.3%

9.6%

10.8%

20.4%

22.9%

24.2%

29.2%

33.3%

33.3%

33.8%

42.1%

0.2%

6.8%

5.1%

9.4%

9.7%

11.9%

14.8%

18.9%

18.4%

32.9%

32.2%

33.7%

33.7%

37.0%

44.8%

40.2%

36.1%

1.1%

3.4%

4.2%

6.1%

14.9%

7.9%

6.2%

12.2%

18.1%

35.7%

27.5%

27.1%

48.7%

35.6%

50.8%

38.6%

22.6%

0% 20% 40% 60%

その他

契約更新料・事務手数料の増額交渉

賃借人への非更新交渉

賃借人への敷金等預かり金の返還

賃借人への立ち退き協議

契約更新時の家賃の増額交渉

管理業務の質に対する不満

賃借人からの問い合わせ等への対応

賃借人からの家賃減額要請

賃借人間、近隣住民とのトラブル対応

修繕の箇所や費用負担

故障、事故、被害発生への対応

家賃の督促

水漏れ、浸水等故障、事故、被害発生時、復旧に要した時間

騒音など賃借人からのクレーム対応

退去時の原状回復の箇所や費用負担

特にトラブルはない

令和4年度（n=1,900）

令和5年度（n=413）

令和6年度（n=240）

入居者とのトラブルの内容について調査した結果は、
令和４年度以降の調査と比較して以下の傾向が
確認された。

➢ 「特にトラブルはない」と回答した割合が年々増
加しており、令和4年度の22.6％から令和5年
度は36.1％、今回の調査では42.1％に達し
ている。

➢ 「退去時の原状回復の箇所や費用負担」、
「騒音など賃借人からのクレーム対応」「水漏れ、
浸水事故、事故、被害発生時、復旧に要した
時間」などに関するトラブルは令和4年度以降
やや減少しているものの、依然として３割を超え
る状況が続いている。
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サブリース事業者と入居者とのトラブルの内容について

入居者とのトラブルの内容（過年度調査結果との比較）

※令和４年度は受託管理とサブリースを分け
ていないため、回収件数が多くなっている。

※ 国土交通省令和６年度 賃貸住宅
管理業等に関するアンケート調査より作成

トラブルの現状⑧ 業界アンケート調査（８）



25

監督処分の現状①

R4.6の公益通報により調査を進めたところ、法令違反が確認されたことから、Ｒ５.３.10に関東地方
整備局において監督処分を実施。

処分内容：賃貸住宅管理業者としての業務停止、業務改善命令及び勧告、特定転貸事業者として
の業務停止、指示処分
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監督処分の現状②

Blaze社に対する法令違反の通報があり、事実確認を行い、Ｒ５.３.２２に関東地方整備局において
監督処分を実施。

処分内容：特定転貸事業者としての業務停止、指示処分



賃貸住宅管理業者及びサブリース業者を対象とした「全国一斉立入検査」（令和７年度）

27



令和７年度 全国一斉立入検査結果

○ 全国168社に対して立入検査を実施（令和６年度187社）、うち118社に是正指導を行った。

※立入検査を実施した事業者のうち、賃貸住宅管理業のみを行っている事業者は110社、賃貸

住宅管理業を行い、かつ特定転貸事業者（サブリース業者）でもある事業者は57社、賃貸住宅

管理業を行っていない特定転貸事業者は１社。
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１．管理受託契約の締結時の書面の交付義務違反（法第14条関係） 62件
 ⇒法定記載事項の記載不備（法第20条の規定による委託者への報告に関する事項、賃貸住宅の入居者に対する管理業務

の実施方法の周知に関する事項、管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の登録年月日及び登録番号）など

２．管理受託契約の締結前の書面の交付（重要事項説明）義務違反（法第13条関係） 43件
 ⇒法定記載事項の記載不備（賃貸住宅管理業者の登録年月日及び登録番号、入居者に対する管理業務の内容及び

実施方法の周知に関する事項等）、管理受託契約における重要事項説明の未実施など

３．賃貸住宅管理業者の帳簿の備付け等義務違反（法第18条関係） 32件
⇒帳簿における契約年月日の未記載、法定帳簿の作成・整理方法の不備など

４．特定転貸事業者の書類の閲覧義務違反（法第32条関係） 23件
 ⇒業務状況調書の未作成など

５．賃貸住宅管理業者の従業者証明書の携帯等義務違反（法第17条関係） 22件
 ⇒従業者証明書の未作成、不携帯

６．賃貸住宅管理業者の委託者への定期報告義務違反（法第20条関係） 17件
 ⇒定期報告書の一部未作成（報告事項（苦情・修繕等）の無いオーナーに対する報告省略）、定期報告の未実施など

是正指導事項の例（17件以上確認されたものを抜粋）
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１ 賃貸住宅管理業法の概要について

２ 賃貸住宅管理業法の運用について
（消費者トラブルの現状や監督処分等）

３ 賃貸住宅管理業法のＫＰＩ、ロジックモデルの設定
と達成状況

４ 有識者会議の取りまとめの概要（特に消費者の利益保護に資
する施策）について

５ 有識者会議取りまとめを踏まえた今後の施策の見通しについて
（業界団体が行う施策への国の関与も含む）



賃貸住宅管理業法のKPIについて

30

【目標・効果】賃貸住宅管理におけるサブリース業者を含む管理業者とのトラブル防止
（KPI）アンケートにおいて、管理業者との間でトラブルが発生したと回答したオーナーの割合

約46％（令和元年度※） → 15％（約１／３）（令和11年度）
※国土交通省「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査（借主）」（令和元年度）

管理業者

サブリース業者

※ 国土交通省令和元年・５年度賃貸住宅管理業等に関するアンケート調査より作成



ロジックモデルの設定と達成状況

アクティビティ

賃貸住宅管理業者等及び賃
貸住宅経営者、居住者を対
象として、アンケート調査の
実施や賃貸住宅管理業者登
録制度の周知・普及を行う。

アウトプット

・賃貸住宅管理業者登録制
度におけるルール強化及び
未登録業者の登録促進。

・業者及び借主・貸主等にお
ける制度の認知度向上。

長期アウトカム

・令和７年度を目標とし
て、賃貸アパート、マン
ションに関する相談件
数を30,700件まで減少
させる。

※短期アウトカム及び中期アウトカムの設定なし
ロジックモデルの設定

アクティビティ アウトプット 長期アウトカム

●アンケート調査の実施
・毎年度実施。

●登録制度の周知・普及
・公式ポータルサイト
・制度概要ハンドブック
・解釈・運用の考え方
・サブリースガイドライン

等

●ルール強化及び未登録業者の
登録促進

・解釈・運用の考え方の改正
（重要事項説明等の義務の明確
化等）や、任意登録の推奨。

●業者及び借主・貸主等におけ
る制度の認知度向上。
・左記の周知・普及の取組

●相談件数
令和６年度：34,838件

達成状況

32,668 32,788 

31,736 

33,152 

34,838 

30,000

31,000

32,000

33,000

34,000

35,000

36,000

2020 2021 2022 2023 2024
31

（出典）独立行政法人国民生活センター作成
「PIO-NETにみる消費生活相談の概要」



登録制度の周知・普及の取組概要
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公式ポータルサイト 制度概要ハンドブック よくある質問（ＦＡＱ）

注意喚起リーフレット制度解説（ガイドライン等） 任意登録の推奨

【参考】賃貸住宅の管理業務等の適正化に
関する法律の解釈・運用の考え方
第３条第１項関係 

１ （前略）管理戸数が２００戸を超えな
い小規模な賃貸住宅管理業者であっても、
法に沿ったルールを遵守することが、管理
業者とオーナーとの間のトラブルの未然防
止に繋がるため、賃貸住宅管理業の登録を
受けることを推奨する。（中略）登録を受
けることにより、社会的信用の向上につな
がることが見込まれる。



公式ポータルサイト（ハブ機能）を通じた制度の周知

従事者・事業者、入居者等に対して、契約類型ごとに制度概要、ハンドブック、標準契約書、リーフ
レット、問合せ対応（チャットボット機能付き）など情報提供のハブとして機能しており、「新着情報 Ｎ
ＥＷ！」や「よく見られているページ」なども紹介。
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賃貸住宅管理業法「解釈・運用の考え方」の改正①（令和４年６月施行）

* 法施行前に締結された契約で、法施行後に全ての事項について重要事項説明を行ったことがあるものをいう
**賃貸住宅管理業法施行規則第31条(管理受託契約)及び第46条(特定賃貸借契約)各号に掲げる事項の変更をいう(形式的な変更を除く)

①法施行後に締結された契約
（全部重説済の法施行前契約*を含む）

②法施行前に締結された契約
（全部重説済の法施行前契約*を除く）

重要事項説明 契約締結時書面交付 重要事項説明 契約締結時書面交付

内容変更**を伴う契約変更 要（変更部分のみ）
※法令上の義務であることを明確化

要（全部）
※法令上の義務であることを明確化

更新契約
（内容変更**がないもの）

不要 不要

更新契約
（内容変更**があるもの）

要
（全部→変更部分のみ）

要（全部）

1週間程度の十分な期間をおくことが望ましい

→契約変更時の重要事項説明は、説明を受けようとする者が承諾した場合に限り、説明から契約締結まで期間をおかないこととして差し支えない。

色塗り箇所が令和4年6月の改正に係る部分

改正の背景

◆従来、契約変更に伴う重要事項説明・契約締結時書面交付については、法文上明確でないものの、
「法令に準じた取扱いをするべきもの」と説明してきたところ

◆一方、特定賃貸借契約を中心に、賃料減額を伴う契約変更時に事業者からの説明がない、といったト
ラブルが発生し、法令上の義務を明確化する必要が生じた

契約変更時の取扱い
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賃貸住宅管理業法「解釈・運用の考え方」の改正②（令和５年３月施行）

（１）定期報告の説明方法の見直し

 ＩＴを活用した説明を含め、説明の方法は問わないことを明確化、併せて賃貸人が内容を理解している
ことの確認要件を追加

（２）重要事項の説明方法の見直し

 変更契約について、①～④の条件が満たされる場合には電話による重要事項説明が可能
①事前に重要事項説明書を送付

②オーナーから電話での説明依頼

③説明時にオーナーの手元に重要事項説明書があることを確認

④説明内容を理解できたことを説明後に確認

（３）オーナーチェンジがあった場合の新オーナーへの対応方法の合理化

 民法の地位承継の考え方に合わせて合理化を図る一方で、オーナーに不利にならないよう、新オーナーに
対して契約内容がわかる書類を交付することが望ましいものとする 等

改正ポイント

◆ メールやアプリ等のＩＴの活用の進展

◆ コロナ禍の要請等を踏まえた説明手法の選択肢の追加

◆ オーナーチェンジ時の重要事項説明に対する規制の合理化

改正の背景
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〇 賃貸住宅管理業のさらなる質の向上に向けては、より良いサービスを提供する質の高い管理業者
が賃貸住宅市場で選ばれる環境を整備していくことが重要。

〇 賃貸住宅管理業法に基づき登録された管理業者は、業務管理者の選任、オーナーへの重要事項
説明・契約書面の交付・定期報告、財産の分別管理などの義務が発生。

〇 また、国土交通省が立入検査等により法令の遵守状況の確認、必要に応じて行政指導や改善報
告を求めている。

 ⇒登録された管理業者が提供するサービスは国の指導監督のもと一定の質が確保されることにな
るので、賃貸住宅市場における登録業者の活用をより一層推進していくことが重要。

【参考】賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方

第３条第１項関係 

１ 「国土交通省令で定める規模」について（規則第３条関係）
登録が義務付けられる規模は規則第３条において２００戸と定めており、管理戸数が一時的にでも２００戸を
超えた場合、その時点で登録を受けていなければ賃貸住宅管理業を営むことはできないことから、一時的にで
も２００戸を超える見込みがあれば、登録を受けることが適当である。この点、管理戸数が２００戸を超えな
い小規模な賃貸住宅管理業者であっても、法に沿ったルールを遵守することが、管理業者とオーナーとの間の
トラブルの未然防止に繋がるため、賃貸住宅管理業の登録を受けることを推奨する。なお、賃貸住宅管理業の
登録を受けた場合は、管理戸数が２００戸を超えない場合であっても、他の登録業者と同様に、法第２章の賃
貸住宅管理業に関する規制に服することとなり、これに違反した場合、業務停止等の監督処分や罰則の対象に
なるが、一方で、登録を受けることにより、社会的信用の向上につながることが見込まれる。
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賃貸住宅管理業法「解釈・運用の考え方」 任意登録の推奨



「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」のポイント

◆ 禁止される誇大広告・不当勧誘の明確化
誇大広告・不当勧誘として禁止される具体例を明確化

[誇大広告の例]

[不当勧誘の例]

サブリース事業に係る規制の実効性を確保し、サブリース業者等とオーナーとのトラブルを防止するため、法の規制
対象や法違反となり得る具体的な事例を明確化し、これらの規制の内容を関係者に分かりやすく示す目的

◆ 規制の対象となる勧誘者の明確化
賃貸住宅の建設請負や土地等の売買の際にマスターリース契約の締結を勧める建設業者や不動産業者、特定のサブリース

業者から勧誘の依頼を受けたオーナーが 「勧誘者」に該当することを明確化

◆ オーナーに説明すべき家賃減額リスク等の内容の明確化
契約締結前に書面に記載して説明しなければならないリスク事項を明確化

[記載して説明すべきリスク事項]

○家賃が減額される場合があること

•  家賃の定期的な見直しがあり、見直しにより家賃が減額する場合があること

•  契約条件にかかわらず借地借家法第32条第1項に基づきサブリース業者が減額請求を行うことができること

（ただし、家賃が、経済事情の変動により不相当となったとき等借地借家法上の要件を満たさない限り、減額請求はできないこと）

•  オーナーは必ずその請求を受け入れなくてはならないわけではなく、変更前の家賃決定の要素とした事情を総合的に考慮した上で、協議に

より相当家賃額が決定されること。

○契約期間中に解約となる場合があること

•  契約期間中でも、サブリース業者から解約される場合があること

•  借地借家法第28条に基づきオーナーからの解約には正当事由が必要であること

概要

「家賃保証」「空室保証」などの文言に隣接する箇所に、定期的な家賃の見直しがある場合にその旨及び借地借家法第32条の

規定により減額されることがあることが表示されていない

家賃減額リスクや、契約期間中のサブリース業者からの契約解除の可能性、借地借家法第28条の規定によりオーナーからの

解約には正当事由が必要であることについて伝えず、サブリース事業のメリットのみを伝える

サブリースの二大トラブルへの対応

37



38

１ 賃貸住宅管理業法の概要について

２ 賃貸住宅管理業法の運用について
（消費者トラブルの現状や監督処分等）

３ 賃貸住宅管理業法のＫＰＩ、ロジックモデルの設定
と達成状況

４ 有識者会議の取りまとめの概要（特に消費者の利益保護に資
する施策）について

５ 有識者会議取りまとめを踏まえた今後の施策の見通しについて
（業界団体が行う施策への国の関与も含む）



賃貸住宅管理業のあり方の検討に係る有識者会議 とりまとめの概要（令和8年2月）

39

管理サービス
内容の透明性１

業登録制度の
実効性2

業務管理者
の質の向上3 管理業の

地域貢献4

〇 令和２年６月に新たに「賃貸住宅管理業法」が成立し、サブリース規制と賃貸住宅管理業登録制度が創設され
た（翌年６月、全面施行）。 法施行から丸４年が経過し、家主とサブリース業者とのトラブルは減少し、法に基づく
登録業者は約１万業者を超えるなど、制度は定着しつつある。
〇 一方で、家主から見ると、管理業者のサービス範囲・内容の不明確さ等について課題がある。
〇 この課題に対し、入居者のニーズも踏まえた上で、誰もが安心して質の高いサービスを受けられる賃貸住宅管
理の実現を目指すため、①管理サービス内容の透明性、②業登録制度の実効性、③業務管理者の質の向上、
④管理業の地域貢献の４つの重点課題に区分し、必要な対策等をとりまとめた。

・ 家主や入居者にとってサー
ビス範囲や内容が不明確。

・ 低価格競争による管理の
品質低下に繋がる傾向があ
り、専門知識を持つ業者が
育ちにくい構造。

・ 業登録制度の認知度が低
く、登録業者であるか否かに
よる管理の質の違いも認知
されていない。

・ 業登録の義務付けのない管
理業者にとって、登録インセ
ンティブが不足。

・ 法定の業務管理者の資格要件には、
以下の２つのルートが存在。
① 賃貸不動産経営管理士＋実務経験
② 宅建士＋指定講習＋実務経験

・ 管理業務に必要な人材を確保しつつ、
専門性向上を図ることが課題。

・ 管理業者による地域とのコミュ二ティー形
成等の業務を通じた地域社会への貢献に
ついて、社会的に広く認知されていない。
・ 空き家対策や高齢者・外国人等の住宅
確保、災害対応などにおいて、管理業者
の役割や政策的な位置付けが不明確。

・ 多くの管理業者は日々の業務に追われ
る傾向があり、地域貢献のノウハウや余
力に乏しい。

〇 標準管理業務ガイドラ
インの策定

〇 管理評価制度の創設
の検討

〇 統一ロゴマーク作成
◎ 登録業者を選ぶメリット
の周知

〇 任意登録促進のための登
録インセンティブの設計

◎ 業務管理者の実態把握及びあり
方の継続検討

〇 指定講習及び試験問題の充実等
〇 賃貸不動産経営管理士資格の
広報・周知、受験促進

〇 リスキリングの充実

● 事業主体間のマッチングやモデル事
業への支援

● 国民の信頼性向上を図るため、防災対
応や二地域居住、住宅セーフティーネッ
ト等の管理業に期待される役割を明確化

〇 高齢者や子育て世帯、外国人等の
多様な入居者の受入環境の整備

◎ 災害対応環境の整備
● DX等を通じた業務効率化の支援措
置の検討

◎ 国・業界団体で連携
〇 業界団体主導（国も支援）
● 国主導

課
題

対
応
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１ 賃貸住宅管理業法の概要について

２ 賃貸住宅管理業法の運用について
（消費者トラブルの現状や監督処分等）

３ 賃貸住宅管理業法のＫＰＩ、ロジックモデルの設定
と達成状況

４ 有識者会議の取りまとめの概要（特に消費者の利益保護に資
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５ 有識者会議取りまとめを踏まえた今後の施策の見通しについて
（業界団体が行う施策への国の関与も含む）



〇 家主や入居者の不満として、
① 管理業者が提供するサービスの範囲や内容が不明確で、契約時に業務内容や報酬が分かりづらい。
② 管理業者を評価する仕組みがなく、客観的な信頼性や品質が不透明。

担当者ごとに対応の品質にバラつきがあり、家主や入居者にはサービスの基準が分かりづらい。
〇 管理業者において、上記①②の結果、
③ 低価格競争による品質低下や、家主や入居者とのトラブルに繋がりかねない。
④ 管理の質が評価されにくいため、維持・修繕等の専門知識を持つ者が育ちにくい構造になっているおそれがある。

家主や入居者が、管理料や共益費に含まれる業務内容に
ついて容易に把握でき、納得した上で契約できている状態。

家主や入居者と管理業者との相互理解を促進し、価
格だけでなくサービス内容や品質等も含む健全な競
争と適正な対価が得られる環境の構築を目指し、管
理委託契約（サブリース含む）における基本業務とオ
プション業務の区別を明示した標準的な業務内容を
示すガイドラインを策定する。

質の高いサービスを提供する事業者が正当に評価される
健全な競争環境を通じ、業界全体のサービスの品質が向
上している状態。

家主や入居者が賃貸住宅の管理状況等を踏まえて選択
を容易にするため、賃貸住宅管理を客観的かつ適切に評
価する仕組みとして、業界団体主導で、サブリース含む賃
貸住宅管理に係る評価制度の創設に向けた検討を開始
する。

課題

サービスの見える化
管理サービス
内容の
透明性１

業登録制度
の実効性2

業務管理者
の質の向上3

管理業の
地域貢献4

目指す姿

対策

「標準管理業務ガイドライン」の策定 賃貸住宅管理の評価制度の創設

目指す姿

対策
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賃貸住宅管理業者が提供するサービスの見える化、賃貸住宅管理業としての報酬等



賃貸住宅管理評価制度の検討
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目的

手法

制度創設に向けた主な論点（案）

① 誰の視点における何に対する選択を容易にすることを目指すのか

② 目的を踏まえ、どのような評価の手法及び進め方にするのか

ニーズの主体
〇 入居者
・ 検討中の者
・ 入居中の者

〇 家主

評価対象
〇 賃貸物件
・ 建物性能及び管理状況
・ 管理状況のみ

〇 管理業者等

評価項目
・ 業務内容の明示（実施する／しない業務）
・ 基本業務／オプション業務の区分とそれに応じた費用の明記
・ 業務内容の公開・比較可能性
・ 標準管理業務ガイドラインの達成度（必須業務の実施状況）
・ 建物性能・設備点検等の管理状況（耐震・省エネ等）
・ 防災対応（平時の備え／災害時初動）
・ 入居者対応（相談・トラブル対応、管理業者の顔の見える化）
・ 地域貢献（見守り、コミュニティ形成 等）
・ 管理の改善提案・品質向上の取組
・ 賃貸住宅管理業の登録の有無、有資格者数

評価の頻度

・ 初回評価
・ 3～5年に一度
・ 毎年度

評価者

・ 自己評価
・ 第三者評価
・ 自己評価と
第三者評価
の併存
・ 入居者評価

参加方式

・ 任意参加
・ 全員参加

評価方式

・ 星の数
・ ランク
・ 標準,優良
・ 表彰

PR方法

・ 物件検索サイト
等での表示
・ 評価ロゴマーク
の店頭表示
・ 業界全体による
共同PR

進め方
検討会設置
(関係業界)
【令和8年度～】

標準ガイドラインの検討・策定

評価制度に関する検討

制度創設の
準備・周知

制度の運用開始
【令和9年度以降】

〇 「標準管理業務ガイドライン」の策定に関する議論と連携しながら、賃貸住宅管理評価制度の創設を目指す。
〇 関係団体が参画する検討の場において、目的の整理をした上で、評価主体含む評価体制の在り方、評価の項目やPR
方法等に関する合意形成を通じて、実効的な評価制度の創設に向けた検討を開始する。

管理サービス
内容の
透明性１

業登録制度
の実効性2

業務管理者
の質の向上3

管理業の
地域貢献4



任意登録の促進

〇 入居者において、業登録制度の認知度が低く、
 登録業者であるか否かによる管理の質の違いも認知されていない。

〇 業登録義務付けのない200戸未満を管理する業者に
 とって、任意登録促進のための登録インセンティブが不足している。

賃貸

「登録業者＝国の定めたルールを守る安心できる
会社」という共通認識が広がり、物件選びの重要な
基準になっている状態。

・ 登録業者であることを家主や入居者に対し、分かりや
すく伝える仕組みとして、業界団体主導で、登録業者の
ロゴマークを作成し、周知する。
・ 家主や入居者に対し、「登録業者を選ぶメリット」を伝え
る広報・周知活動を、国・業界団体ともに強化する。

賃貸住宅管理業としての登録していることが業界のスタ
ンダードになり、全ての事業者でより適正な賃貸住宅管
理が行われている状態。

・ 管理業登録の有無により賃貸不動産経営管理士の
賠償責任保険の料率の差異を設けるなど、任意登録
を促進するための経済的インセンティブを検討する。
・ 管理業務の実態及び事業者負担の状況等踏まえ、業
務管理者のあり方について、国・業界団体が連携して
必要な検討を進める。

2

5
5.3 1

86.7

登録状況の認知度（※２）

登録したと聞いた

ネット検索で、登録していると分かった

登録していないと聞いている

ネット検索で、登録していないと分かった

知らない

課題

目指す姿

対策

未登録業者の任意登録の促進登録業者を選ぶメリットの周知・広報

目指す姿

対策
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賃貸住宅管理業の任意登録(※1)の促進

管理サービス
内容の
透明性１

業登録制度
の実効性2

業務管理者
の質の向上3

管理業の
地域貢献4

※１ 任意登録とは、法律上の登録義務がない「管理戸数200戸未満の事業者」が自主的に行う登録のこと
※２ 国土交通省 令和５年度賃貸住宅管理業等に関する実態調査 N=300 

 賃貸住宅の入居者に対し、住んでいる物件の管理業者の業登録についてアンケートを実施


